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水俣市スポーツキッズサポーター基金を活用した 

子どもたちへの支援を開始します！ 

～小中学生の社会体育クラブを支援します！～ 

 

熊本県水俣市は、子どもたちのスポーツ環境を整え、スポーツ活動を行う子どもたちを支援するととも

に、平成31年4月からの小学校運動部活動の社会体育移行に対応するため、2つの制度を新たに開始しま

す。 

また、これら2つを柱とした支援策を実現するために、平成30年10月に「水俣市スポーツキッズサポータ

ー基金」を創設しました。 

 

【水俣市役所ＨＰURL】http://www.city.minamata.lg.jp/3294.html 

【水俣市ふるさと納税ＨＰURL】http://www.city.minamata.lg.jp/757.html 

 

「仁志敏久（Ｕ-12野球日本代表監督）による野球クリニックとトークショー」の様子（平成30年11月17

日） 

 

 

 

 

http://www.city.minamata.lg.jp/3294.html


 

1.水俣市キッズスポーツクラブ登録制度 

水俣市スポーツキッズサポーター基金を活用した事業の一つとして、市教育委員会に登録した市内の小

中学生の社会体育クラブ（＝登録団体）に対し、様々な支援や情報提供等を行うため、平成31年4月から

水俣市キッズスポーツクラブ登録制度を開始します。 

 

【登録団体への主な支援】 

・市体育施設や市立小学校体育館などの使用料の全額または一部を免除します。 

・登録団体奨励金として、一律10,000円/年を交付します。（ただし、5月20日までに申請のあった登録団

体のみ） 

・トップアスリートによる教室や指導者研修会、交流会の開催案内など個別に情報提供を行います。 

・各登録団体の活動情報を市ホームページ等へ掲載し、新規加入希望者への斡旋等を行います。 

 

【登録できる団体の要件】 

次の要件をすべて満たす団体が対象となります。 

・水俣市内に活動拠点を有する小中学生のスポーツ団体であること。(部活動を除く) 

・成人の責任者及び小中学生４名以上で団体を構成していること。（代表者及び常時連絡者は成人に限る） 

・原則として、週一回以上スポーツ活動を行っている団体であること。 

・スポーツ安全保険等に加入していること。 

・団体名及び活動状況について、ホームページ等で情報公開することを承諾すること。 

 

2.スポーツ大会出場奨励金等の交付 

九州大会以上のスポーツ大会に出場することが決定したときに、次のとおり奨励金等を交付します。（高

校生含む）手続き等詳細については、お尋ねください。 

平成31年度～ 

奨励金交付金額 

国際大会 50,000円/名（団体上限500,000円） 

全国大会 20,000円/名（団体上限200,000円） 

九州大会以上 10,000円/名（団体上限100,000円） 

大会・開催地 開催地を問わず全額 

大会・主催者 主催者を問わず全額 

大会・出場条件 推薦の場合でも全額 

交付時期 大会前（大会後も可） 

顕彰（横断幕等製作費補助） １大会につき15,000円 設置場所の無償提供を企業等へ依頼 

 

【水俣市スポーツキッズサポーター基金とは】 

水俣市では、子どもたちのスポーツ環境を整え、市民と企業等が一丸となり、子どもたちを応援する取

り組みを行うため、平成30年10月、「水俣市スポーツキッズサポーター基金」を創設しました。 

基金は、企業および団体、個人からの寄附金などを積み立てて管理し、スポーツを通した子どもたちの



健全育成を図るために必要な事業へ活用していきます。 

 

寄附金のお願い 

本事業を地域社会全体で支えるため、寄附金のご協力をよろしくお願いします。寄附金は「ふるさと納

税」または「一般寄附」として随時受け付けています。寄附の方法など詳細については、問い合わせて

ください。 

 

【お問合せ】 

水俣市 スポーツ振興課 スポーツ振興係  

TEL：0966-63-9311（平日の8：30～17：15） 

MAIL：sports@city.minamata.lg.jp 

 

【本リリースに関する報道お問合せ先】 

水俣市 スポーツ振興課 スポーツ振興係  

TEL：0966-63-9311（平日の8：30～17：15） 

MAIL：sports@city.minamata.lg.jp 

mailto:sports@city.minamata.lg.jp

